
1 作 業 名 薮原林道ほか建設機械借上

2 作業場所 長野県木曽郡木祖村　薮原森林事務所管内林道等

3 作業内容 崩土除去、不陸直し等 　

4 契約期間 自

至

5 予定総金額

）

6 契約保証金 免除

7 特約事項　　別紙のとおり

住所
氏名

 　木曽森林管理署長 北村　大 

住所
氏名

建設機械借上契約書

契 約 締 結 日 の 翌 日
令和８年１１月３０日

￥　　　　　　　　　.－　

（案）

（うち取引に係る消費税及び地方消費税額 ￥　　　.－　

 上記について、発注者と受注者は各々対等な立場における合意に基づいて、次の
条項により単価契約を締結し、その証として本書２通を作成し、双方記名押印のう
え各自１通を保有する。

令 和 年 月 日

長野県木曽郡上松町正島町1-4-1
　分任支出負担行為担当官

発注者

受注者



１　作業名： 薮原林道ほか建設機械借上

２　内訳書

機　　　種 規　　　格 単　価 金　　額 備　　考

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 山積 1.3～1.4m3級 50 時間

ﾐﾆﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.08m3[平積0.06m3] 30 時間

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.20m3] 100 時間

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3[平積0.35m3] 70 時間

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積 (普通) 60 時間

重機運搬車 BH山積0.28m3運搬用 8 回

重機運搬車 BH山積0.45m3運搬用 6 回

小計

消費税相当額

合計

契　約　金　額　内　訳　書

数量等



（総則）

第１条

  ２

（諸経費）

第２条

（安全管理）

第３条

第４条

  ２

 （１）

 （２）

（作業指示及び確認）

第５条

  ２

（契約の変更）

第６条

  ２

  ３

  ４

（損害賠償）

第７条

  ２

  ３

（検査）

第８条

  ２

（権利義務の譲渡等）

第９条

　発注者は、建設機械による作業が生じた場合は、受注者に建設機械等作業指示書（以下「作業指示
書」という。）を交付するものとする。

　受注者は、この作業指示書に基づき、すみやかに作業を実施するものとし、作業が終了したとき
は、監督職員若しくは監督職員から指示を受けた者に確認を受けること。

　契約期間の変更は、発注者と受注者で協議して契約期間を短縮し、又は延長することができる。

　請負代金額の変更は、発注者と受注者で協議して定める｡

　新規機種を設定するときは、新規機種単価と数量を定め変更契約を行う。

（監督職員）

　発注者は、監督職員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
監督職員を変更したときも同様とする。

　監督職員は、この契約書に定められた職務のほか次のことを行うものとする。

　作業の実行にあたり、立会又は必要な監督及び指示を与えること。

　運転時間等の確認及び管理を行うこと。

条　　　　　　件

　この契約は、単価による総価契約とし、作業完了後に発注者が確認した使用機械の運転時間数及び
重機運搬回数に、それぞれの契約単価を乗じて得た金額の合計に、消費税相当額の10％を乗じて得た
金額を加算した金額で精算するものとする。

　受注者は、頭書の作業を履行するため、この契約に定められた期間内において、発注者が指定した
期日及び作業場所に建設機械を稼働可能な状態とし、作業を安全かつ能率的に完了するものとする。

　この契約に係る使用機械の機械損料、運搬費（重機運搬車除く）、人件費、燃料費、修繕費、保険
料、現場管理費、一般管理費その他運転に必要な一切の経費は受注者の負担とし、単価に含まれるも
のとする。

　受注者は、作業を実施するに当たって、法令に基づく有資格者で相応の技能を有した者を運転者と
して選任するとともに、労働安全衛生に関する法令及び通達に示す指導事項を遵守しなければならな
い。
　なお、受注者は現場管理責任者（現場代理人）を置くことができる。

　契約時間は予定時間であり、作業内容及び各機種ごとの運転時間及び重機運搬回数は変更すること
がある。

　契約期間中に生じた労働災害及び機械の損傷等による損害は、すべて受注者の負担とする。
　ただし、発注者の責による事故のため生じた損害は発注者が賠償するものとし、損害額は発注者と
受注者で協議して定めるものとする。

　受注者は、受注者又は受注者の使用人が国有林野又はその産物に損害を与えたときは、発注者の認
定に従い指定した期間内にその損害を賠償するものとする。

　受注者は、作業実行に関して第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責を負うものとする。

　発注者は、作業が完了したときは、発注者の指定した職員（検査職員）により遅滞なく検査を実施
しなければならない。

　検査職員は、原則として、運転時間の確認は運転時間確認票に添付された記録紙等によって行うも
のとし、重機運搬については伝票等により行うものとする。

　受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
　ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を得た場合は、この限りでない。



（一括委任又は一括下請負の禁止）

第１０条

（契約の解除）

第１１条

  ２

  ３

  ４

  ５

（談合等の不正行為に係わる解除）

第１２条

 （１）

 （２）

 　２

（談合等の不正行為に係わる違約金）

第１３条

 （１）

 （２）

 （３）

 （４）

 　２

 （１）

 （２）

 （３）

 　 ３

　　４

　受注者は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の「予
定総額（支払総額が確定していない場合は単価に予定数量を乗じて算出した金額）」の100分の10に相
当する額のほか、契約金額の100分の５に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払
わなければならない。

　前項第２号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第７条の２第７項の規定の適用があ
るとき。

　前項第４号に規定する刑に係る確定判決において、受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の
代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかに
なったとき。

　受注者が発注者に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出していると
き。

　受注者は、契約の履行を理由として、前２項の違約金を免れることができない。

　第１項及び第２項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合におい
て、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

　発注者の責に帰するものについては、受注者は損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求
できるものとし、その賠償額については発注者、受注者協議して決定するものとする。

　第１項の規定により契約を解除した場合において、確認済みの運転時間については解除の効力が及
ばず、発注者は受注者に代金相当額を支払うものとする。

　発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除
することができる。

　公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す
る法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第７条又は第８条の２(同法第８条第１
項第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第
７条の２第１項(同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付
命令を行ったとき又は同法第７条の２第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨
の通知を行ったとき。

　受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含
む。)が刑法（明治40年法律第45号）第96条の６若しくは第198条又は独占禁止法第89条第１項若しく
は第95条第１項第１号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。

　発注者、受注者双方は、相手方に正当な理由なく契約不履行等があった場合は、この契約の全部又
は一部を解除することができる。

　受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含
む。)に係る刑法第96条の６若しくは第198条又は独占禁止法第89条第１項若しくは第95条第１項第１
号の規定による刑が確定したとき。

　受注者は、前項の違約金を発注者の指定する期日までに納付しないときは、その期日の翌日から納
付の日までの日数に応じ、当該違約金に対し民法第404条第４項に規定する各期における法定利率を乗
じて計算した遅延違約金を発注者に支払わなければならない。

　受注者は、この契約の履行について、全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負
わせてはならない。

　前項の規定により契約が解除された場合、受注者の責に帰するものについては、契約予定総金額の
10分の１に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

　受注者は、この契約に関して、受注者又は受注者の代理人が前項各号に該当した場合には、速やか
に、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。

　受注者は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、発注者が前条により契約の全部又は
一部を解除するか否かにかかわらず、「予定総額（支払総額が確定していない場合は契約単価に予定
数量を乗じて算出した金額）」の100分の10に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに
支払わなければならない。

　公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第７条又は第８条の２(同法第８
条第１項第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。) の規定による排除措置命令を行い、当該
排除措置命令が確定したとき。

　公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１項(同法第８条の
３において読み替えて準用する場合を含む。) の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が
確定したとき。

　公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第７条の２第18項又は第21項の
規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。



（支払い）

第１４条

 　２

 　３

 　４

（支払い金額との相殺）

第１５条

（契約に関する紛争の解決）

第１６条

（仕様）

第１７条 　この契約に関する仕様は、別に定める建設機械借上げ仕様書によるものとする。

（特約条項）

第１８条

（契約外事項）

第１９条

　受注者は、契約代金の支払いを受けようとするときは、運転時間確認票により使用機械ごとの実稼
働時間累計及び運搬回数と支払請求額が照合できる内訳書を作成のうえ、記録紙等及び写真を添え発
注者に請求するものとする。

　この契約に定めのない事項については、発注者と受注者協議のうえ定めるものとする。

　受注者は、契約期間中であっても、指示された作業が終了し、検査を受けた部分に対する代金の支
払いを、月１回を限度として請求することができる。
　ただし、請求を複数月とする場合は月ごとに発注者の確認を受けるものとする。

　発注者は、受注者の提出する支払請求書を受理した日から30日以内に代金を支払わなければならな
い。

　発注者の責に帰すべき事由により、発注者がこの契約に基づく請負代金を、第14条第３項の規定に
よる指定の期間内に支払わないとき、受注者は、その翌日から起算して発注者が支払いを行う日まで
の日数に応じ、当該未払代金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基
づいて財務大臣が決定する率を乗じた金額を遅延利息として発注者に請求することができる。
　ただし、遅延の原因が天災地変等やむを得ないものであるときは遅延利息を支払う日数に計算しな
いものとする。

　本契約に基づき、受注者が発注者に対して納付すべき違約金等がある場合は、発注者からの支払い
金額と相殺することができる。

　この契約に関して発注者と受注者両者に紛争を生じ、協議が整わないときは、第三者に調停を依頼
するものとする。

　この契約に関する特約条項は、別紙によるものとする。



別紙

（属性要件に基づく契約解除）

第１条

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（行為要件に基づく契約解除）

第２条

（１） 　暴力的な要求行為

（２） 　法的な責任を超えた不当な要求行為

（３） 　取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

（４） 　偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為

（５） 　その他前各号に準ずる行為

（表明確約）

第３条

２

（再請負契約等に関する契約解除）

第４条

２

（損害賠償）

第５条

２

（不当介入に関する通報・報告）

第６条

　役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。

暴力団排除に関する特約条項

　発注者は、受注者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除
することができる。

　法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又
は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事
等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為
の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は
暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。

　役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもっ
て、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積
極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

　発注者は、第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合は、これにより受注者に
生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

　受注者は、発注者が第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合において、発注
者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

　受注者は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢
力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、これを拒否
し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するととも
に、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

　役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

　発注者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告
を要せず、本契約を解除することができる。

　受注者は、第１条の各号及び第２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたって
も該当しないことを確約する。

　受注者は、前２条各号の一に該当する行為を行った者（以下「解除対象者」という。）を再請負人等
（再請負人（再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。）、受任者（再委任以降の全ての受
任者を含む。）及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方
をいう。以下同じ。）としないことを確約する。

　受注者は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との
契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者（再請負人等）との契約を解除させるようにしなけ
ればならない。

　発注者は、受注者が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契
約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、
若しくは再請負人等に対し当該解除対象者（再請負人等）との契約を解除させるための措置を講じないと
きは、本契約を解除することができる。



1 使用機械

1) 使用機械

　使用する機械は、タスクメーター又はアワーメーター等を装備したものとする。

2) 使用機械の諸元(仕様)確認資料及び記録紙・写真の提出

(1) 車種・規格

(2) 使用機械　 №（ナンバープレートのある機種はそのナンバー）

(3) 運転者

(4) 稼働年月日

(5) 運転区間（路線名）

(6) 運転開始時刻

(7)  運転終了時刻

(8) 稼働時間

(9) 運転停止時間

(10)実稼働時間

(11)補助労務

3) 運転時間確認票及び支払請求額等内訳書

2 写真管理

3 運転時間数等の確認及び処理

(1) 運転時間の端数処理

建　設　機　械　借　上　仕　様　書

　使用機械の諸元(仕様)がわかるカタログや車検証の写し等と、その規格・型式等が確認でき
る写真（機械全体写真及び型式等を確認できる部分の近接写真）を添付のうえ監督職員に提出
するものとする。
　また、記録紙には、次の項目を記入のうえ、作業写真を添付し監督職員に提出するものとす
る。

　記録紙（写真）に基づき「様式７」の運転時間確認票を作成のうえ監督職員に提出するもの
とする。
　なお、支払請求については、契約条件第１条の１及び第14条の１により、「様式13」の支払
請求額等内訳書を作成するものとするが、使用機械ごとの精算額及び消費税相当額は、円未満
切り捨てとする。

　写真は、作業内容ごとに同一位置から作業の着手前・作業中・完了後に区分し、日付及び作
業場所を記載した表示板を被写体とともに写し込むように撮影する。
　なお、除雪等路線指定で作業を行う場合は、１路線につき３箇所以上撮影するものとする。

　また、使用機械に装備されているアワーメーターにより時間管理する場合は、計器の表示数
値、腕時計等による運転開始時刻及び運転終了時刻が各々一枚写真で確認できる大きさの拡大
写真と上記の表示数値等を記した表示板にアワーメーターを入れた全体写真を撮影する。

　運転時間数等の処理は、タスクメーター記録紙又はアワーメーター写真により次のとおり処
理するものとする。

　使用機械ごとの１日の実稼働時間は、10分単位（10分未満切捨）とし、月ごとの集計は
15分単位（15分未満切捨）とする。
　ただし、補助労務については、１時間単位（１時間未満切捨)とする。



(2) 実稼働時間

(3) 運転停止時間

4 運搬機械

1) 運搬起算点

2) 運搬機械

3) 運搬確認

4) 写真管理

　積込地点及び積卸地点での撮影、必要によりオドメーター等を添付する。

5 補助労務

6 その他

(1)

(2) 　作業にあたって支障木が発生する場合は、監督職員の指示に従うこと。

  稼働時間は建設機械の実稼働時間を基とし、日常作業開始後終了までの間において、エ
ンジン運転中（自走可能な機械にあっては作業場所への移動のための運転も稼働時間に含
める。）の時間をもって実働時間とするものとする。
　機械の故障修理、休息・休憩時間、運転停止時間を除く実作業時間とする。
  ただし、土砂積込み運搬時のダンプの待ち時間は拘束時間として作業にカウントする。

　機械が10分以上停止した時間とする。

　運搬する車両の諸元等、車検証の写し等とその規格・型式等が確認できる書類を添付し監督
職員に提出する｡

　作業にあたっては、林道施設及び施設付帯物（標識･ガードレール･カーブミラー等）、
立木等を損傷しないように努める。

　補助労務は重機の単独作業時に計上できるものとし、写真で時間等を確認することとする。

　機械を運搬する場合の起算点は、作業場所最寄りの市町村役場（支所等含む）を基本とす
る。なお、その他特殊な事情がある場合は、監督職員の指示に従うこと。

　運搬は、事前に監督職員に確認を取り、「様式８」の重機運搬確認表により監督職員に提出
する｡



様式　7

　

　

作業名：

10月25日 ○△□ 林道 崩土除去 8 35 16 20 7 45 1 30 6 15 6 10

10月26日 ○△□ 林道 不陸直し 8 45 16 10 7 25 1 00 6 20 6 20

10月27日 ○△□ 林道 不陸直し 8 20 15 55 7 35 55 6 40 6 40

10月28日 ×○× 林道 不陸直し外 8 25 16 20 7 55 1 15 6 40 6 40

実稼働時間計 25 55 25 50

運転時間計 25 45 （端数処理）

24 115 24 110

備考

実稼働時間の算定

実稼働時間

（端数処理）

稼働年月日 運転区間（路線名） 作業内容

Ａ Ｂ Ｃ＝Ｂ－Ａ Ｄ

運転開始時刻 運転終了時刻 運転停止時間

Ｅ＝Ｃ－Ｄ

稼働時間 実稼働時間

運　 転 　時 　間 　確 　認 　票
運 転 者

監督職員

薮原林道ほか建設機械借上 使用機械：



タスクメーター記録紙

車種・規格

使用機械（ №等）

運転者

稼働年月日

運転停止時間

実稼働時間

添付位置 運転区間(路線名)

運転開始時間

運転終了時間

稼働時間

様式　7　－　１



〇時〇分

〇時〇分

〇時〇分

〇時〇分

〇時〇分

〇時〇分

※停止時間とは、エンジンはかかっていたが作業をいていない時間

〇時〇分実稼働時間

黒板写真
（機種、開始or終了時間、
アワーメーター、日付）

Ａ

運転開始時刻

合計時間

合計

停止

稼働

運転終了

運転開始

稼働時間

稼働年月日

近距離写真
（開始(終了)時間(時計)

現在のアワーメーター時間）

近距離写真
（開始(終了)時間(時計)

現在のアワーメーター時間）

Ｃ－Ｄ＝Ｅ

運転区間(路線名)

停止時間

Ｄ

黒板写真
（機種、開始or終了時間、
アワーメーター、日付）

使用機械（ №等）

車種・規格

運転終了時刻

Ｂ－Ａ＝Ｃ

運転者

Ｂ

アワーメーター時間管理表

アワーメーター記録紙

様式　7　－　２



作業名 薮原林道ほか建設機械借上

確定金額

単価

回数 0

様式　8

重　機　運　搬　確　認　表

運 転 者

監 督 職 員

使用車両:

運搬機種：

年月日 運搬　起点～終点 内容 回数 備考



確定金額

時間

単価

様式　9

補　助　労　務　出　役　確　認　表

作　業　内　容

0

年月日 数量 備考

監督職員

作業名 薮原林道ほか建設機械借上



計

消費税等額

小　　　計

様式　13

支払請求額等内訳書

作　業　名 薮原林道ほか建設機械借上

機種 規格
実稼働時間･回数

単価
時間 分 回(人)

金額
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折れ線


